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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査面（１０）上に放射線を照射する工程と、
　前記面（１０）上に照射され、前記面で反射した前記放射線の少なくとも一部を、受光
した該放射線の位置分解評価を可能にする検出装置（４）を用いて検出する工程と、
　検出された前記放射線から、前記面（１０）の肌理を特徴付ける第１の特徴値（Ｐ）を
決定する工程と、
　検出された前記放射線から、前記面（１０）のさらなる光学的特性を特徴付ける第２の
特徴値（ΔＥ）を決定する工程と、
　前記第１の特徴値（Ｐ）、前記第２の特徴値（ΔＥ）および前記面（１０）の光沢を特
徴付ける第３の特徴値（ΔＧ）に基づいて結果値（ΔＩ）を決定する工程と
を含み、
　前記結果値（ΔＩ）を決定する場合、前記各特徴値（Ｐ、ΔＥ、ΔＧ）を統合した統合
値を得て、
　多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）に基づき前記第２の特徴値（ΔＥ）が求められ、
　前記多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）のうち少なくとも１つの成分（ΔＬ）は前記面（
１０）の輝度を特徴付け、前記多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）のうち少なくとも１つは
前記面の色を特徴付け、
　個々の前記特徴値は重み付けされていることを特徴とする特定の肌理のある面の特性を
決定するための方法。
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【請求項２】
　前記面（１０）を特徴付けるパラメータは、前記第１の特徴値（Ｐ）を使用し、かつ、
前記面（１０）の既知または決定された少なくとも１つのさらなる特性を使用して決定さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記面（１０）の光学的特性を示す複数の格納データに基づいて前記結果値（ΔＩ）が
決定されることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記面の色、前記面の輝度、前記面の光沢、前記面の肌理を含む特徴値群から少なくと
も１つの特徴値を選択することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５】
　少なくとも１つの特徴値（Ｐ、ΔＥ）は比較によって求められる相対値であることを特
徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　放射線を被検査面（１０）上に導く第１の放射装置（２）および該第１の放射装置（２
）から前記面（１０）上に導かれ、前記面（１０）で反射した放射線を検出する検出装置
（４）を備え、前記検出装置（４）が受光した前記放射線の位置分解評価を可能にし、検
出された放射線に基づき、肌理を特徴付ける第１の特徴値（ΔＰ）、面（１０）のさらな
る光学的特性を特徴付ける第２の特徴値（ΔＥ）および前記面（１０）の光沢を特徴付け
る第３の特徴値（ΔＧ）をそれぞれ少なくとも１つ供給する、面（１０）の光学的特性を
決定するための装置であって、
　前記第１の特徴値（ΔＰ）、前記第２の特徴値（ΔＥ）および第３の特徴値（ΔＧ）に
基づき、前記面を特徴付ける結果値（ΔＩ）を決定する処理装置（１２）を含み、
　前記結果値（ΔＩ）を決定する場合、前記各特徴値（ΔＰ、ΔＥ、ΔＧ）を統合した統
合値を得て、
　多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）に基づき前記第２の特徴値（ΔＥ）が求められ、
　前記多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）のうち少なくとも１つの成分（ΔＬ）は前記面（
１０）の輝度を特徴付け、前記多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）のうち少なくとも１つは
前記面の色を特徴付け、
　個々の前記特徴値は重み付けされていることを特徴とする装置。
【請求項７】
　前記装置（１）は、少なくとも前記第１の特徴値（ΔＰ）または前記第２の特徴値（Δ
Ｅ）を決定するための比較値として用いられる基準値を格納する記憶装置を含むことを特
徴とする請求項６に記載の装置（１）。
【請求項８】
　前記装置（１）は、前記面（１０）の特性について既知の特徴値を格納する記憶装置（
１４）を含むことを特徴とする請求項６に記載の装置（１）。
【請求項９】
　前記装置（１）は、該装置（１）が取り扱う前記面（１０）に対する光路を決定する距
離測定装置を含むことを特徴とする請求項６から８のいずれか一項に記載の装置（１）。
【請求項１０】
　前記特徴値（Ｐ、ΔＥ）は、基準値と比較されることを特徴とする請求項５に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記特徴値（Ｐ、ΔＥ）は、スカラー量であると見なされることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項１２】
　複数の異なる角度から前記面（１０）を照射する複数の放射装置をさらに備えることを
特徴とする請求項６に記載の装置（１）。
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【請求項１３】
　前記面（１０）で反射される放射線を記録するための複数の検出装置をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項６に記載の装置（１）。
【請求項１４】
　前記多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）のうち、成分（Δａ）は赤／緑値を示し、成分（
Δｂ）は黄／青値を示し、
　前記多数の成分（ΔＬ、Δａ、Δｂ）は、Ｌａｂ値を構成することを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記光学的特性は、前記面（１０）の特定の肌理と相関性がないことを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は肌理のある面の特性、特に光学的特性を決定するための装置の方法および装置
に関する。このような方法や装置は従来技術によって長年知られている。本発明において
は、車体の表面、特に車両の表面に関連して説明するが、本発明における装置は、例えば
床仕上げ材や家具など他にも適用可能であるということも明言する。従って、肌理のある
面は、水平に拡がることに加えて鉛直断面のある外形であることを特徴とする。ところが
、人間の目ではこのようなミクロンの領域における高低差を定量的に評価できず、肌理の
影響が見えるだけである。しかしながら、本発明は肌理のある面の検査に限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術により既知のこのような方法や装置では、通常、例えば色など、面の特定の特
性を決定する。この場合、装置は対応する面の客観的な画像を得るために使用される。こ
のような測定器は、特に品質保証の領域で使用され、特に比較される２面の差異が把握さ
れなければならない場合に使用される。しかしながら、この場合も、重要なのは量的な差
ではなく、人間による知覚が重要である。
【０００３】
　面の画像をシミュレートする方法は特許文献１に記載されている。この場合、多数の表
面色および多数の面の肌理を含むデータメモリが備えられている。加えて、データメモリ
に格納されている多数のデータを活用して面の画像を生成するプロセッサが提供されてい
る。
【０００４】
　しかしながら、多くの場合、ユーザにとって、特定の面の正確な定量分析を行うことは
あまり重要ではない。多くの場合、より重要であるのは、例えば、損傷エリアに塗布され
ていた元々のラッカー塗料とその代わりに塗布されたラッカー塗料が顧客の裸眼では認識
できないように一致しているか否かを確定することである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００８／０８３２０６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　つまり、本発明の目的は、特にこのような面の定性的評価をも可能にする方法および装
置を提供することである。加えて、面の定性的特性の概略を迅速に、可及的簡易に供給す
る方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本目的は、本発明の請求項１の方法および請求項１０の装置によって達成される。本発
明における、特に肌理のある面の特性を決定する方法では、まず被検査面上に放射線を照
射する。さらなる方法の工程では、面上に照射され、面で反射した放射線の少なくとも一
部を、受光した放射線の位置分解評価を可能にする検出装置を用いて検出する。さらなる
方法の工程では、検出された放射線により第１の特徴値が決定され、この第１の特徴値は
、面の肌理を特徴付ける。さらなる方法の工程では、検出された放射線により第２の特徴
値が決定され、この第２の特徴値は、面のさらなる光学的特性を特徴付ける。最後に、第
１の特徴値と第２の特徴値に基づいて結果値が決定される。
【０００８】
　反射放射線は、例えば、反射または分散、あるいは回折によって面から再度送信される
放射線のことである。特徴値は差分値でも良い。
【０００９】
　この場合、検出装置は、入射した光の強度のみを検知するわけではなく、例えば画像表
示などの位置分解表示も可能にする。このような検出装置には、例えば、ＣＣＤチップま
たはカラーカメラを用いることができる。
【００１０】
　第１の特徴値は、複数の個別値あるいは、例えば多数の個別値より強度分布を与える統
合値のいずれでもよい。しかしながら、この場合、面の肌理を特徴付ける第１の特徴値は
光学的に決定される。
【００１１】
　このようにして、特に接触することなく、面の肌理が検出される。
【００１２】
　面の第２の光学特性は、好ましくは、例えば色特性などの面の特定の肌理と相関性がな
い特性である。
【００１３】
　２つの特徴値に基づいて結果値を決定する場合、多数の成分を含む統合値を得る。これ
は、スカラー値であることが好ましい。序論において述べたとおり、例えば、人間の目で
基準面と光学的に区別ができるかどうかの情報など、面について定性的な情報のみを得る
ことが重要なことが多い。しかしながら、この情報は、面についての多数の基準によって
決まる。そのため、本発明は、面に関する定性的報告が提供され、特に視覚的に認識でき
る程度に面が基準面と異なっているかどうかの報告が提供されるように、好適な方法で多
数のこのような特徴値を組み合わせる。このようにして、測定自体によって得られた情報
を意図的に削減する。
 
【００１４】
　第１の特徴値を使用している間および面の（既知または決定された）別の特性の少なく
とも１つを使用している間に、面を特徴付け、人間の目の認識に有効な相関のあるパラメ
ータを決定することが好ましい。これにより、観察者の主観的な行動への適応が可能であ
る。現実の観察者すらも普通は自身の経験により視覚的印象に”解釈“を加えてしまう。
【００１５】
　従来技術によると、面の構造的特性は通常は、例えばホンメル測定器などで機械的に測
定される。本発明の範囲において、構造的特性も、特に視覚的に決定される。この場合、
好適なカメラで肌理のある面の画像を取得する。しかしながら、この画像自体を考慮する
と、例えば、実際の肌理の存在または面上の明暗パターンなどの多数の物理的要因の影響
を受ける。本発明の方法によると、記録画像の物理的要因を、例えば、既知情報または明
暗パターンの存在より得られる情報などの追加的に決定される情報に基づいてよりよく決
定することができる。
【００１６】
　面の光学的特性を示す多数の格納データに基づいて結果値を決定することが効果的であ
る。これらは、測定されたばかりの面の光学的特性を示すもの、および基準面を示すデー
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タのいずれでもよい。
【００１７】
　さらなる好適な方法では、面の光学的特性を特徴付ける、少なくとも１つのさらなる特
徴値を使って結果値を求める。そのため、この場合、この方法では、少なくとも３つの異
なる特徴値を使って結果値を求める。面の色、面の輝度、面のDOI（画像の鮮明度）、面
の光沢、面の肌理などを含む特徴値群から少なくとも１つの特徴値を選択することが効果
的である。少なくとも１つの特徴値が比較によって求められる相対値であることが好まし
い。この特徴値は、この場合基準値と比較し、例えばこれらの値から差分または関連性を
求めるのが好ましい。
【００１８】
　さらなる効果的な方法では、多数の成分に基づき第２の特徴値が求められるが、これら
のうち少なくとも１つの成分は面の輝度を特徴付ける。少なくとも１つの成分が面の色を
特徴付けることが特に好ましい。これにより、例えばいわゆるＬａｂ値を決定することが
できる。Ｌ値は面の輝度を特徴付け、ａ値は赤／緑値を示し、ｂ値は黄／青値を示す。こ
の標準化方法によって、問題となっている面を一義的かつ定性的に特徴付けることができ
る。また一方、色を特徴付けるために、例えば、スペクトラムを使用することも可能であ
る。
【００１９】
　放射線は、拡散放射線および有向放射線のいずれでもよく、測定工程において、これら
２種類の放射線を合わせることもできる。加えて、例えば、環状分節光源を使用して、多
角的な照明を行うことが可能である。さらに、収束または発散放射線あるいは任意にいわ
ゆるウルブリヒト球を使用することも可能である。
【００２０】
　照明装置から面までの間または面から検出装置までの間の各放射路にフィルタエレメン
トおよび／またはダイフラムエレメントを使用することができる。これらのフィルタエレ
メントは、特定の標準光にできる限り対応するため、またはＶλ適応を得るために、測定
装置の特定の分光挙動をシミュレートするために特に使用される。
【００２１】
　さらなる効果的な方法では、個々の特徴値は重み付けされている。これにより、被検査
面に応じて個々の成分をより多くまたはより少なく考慮することが可能となる。これは、
面の性質によって人間の目にとって観察しやすい特性は異なるという事実に基づいている
。このように、例えば、人間の目は特定の色の範囲に対して他の範囲よりも感度が高いこ
とが知られており、このため、特定の色の範囲では他の範囲よりも色の違いを認識するこ
とがたやすい。
【００２２】
　面の色について第１の特徴値をまず求め、この特徴値を、例えば、面の肌理の特徴値な
どのさらなる特徴値と関連づけることが効果的である。該特徴値はスカラー量であると見
なすことが好ましい。これにより、上記の差分を二乗することが可能になる。
【００２３】
　本発明はさらに、放射線を被検査面上に導く第1の放射装置および放射装置から面上に
導かれ、面で反射される放射線を検出する検出装置を備え、検出装置は面に入射する放射
線の位置分解評価を可能にする、面の光学的特性を決定するための装置に関連する。加え
て、検出される放射線に基づいて、検出装置は、少なくとも１つの面の肌理を特徴付ける
第１の特徴値および面のさらなる光学的特性を特徴付ける１つの第２の特徴値を供給する
。
【００２４】
　本発明によると当該装置は、第１の特徴値および第２の特徴値に基づき、面を特徴付け
る結果値を決定する処理装置を含む。従って、装置に関して、検出装置または対応する処
理部が、まず２つの別々の特徴値を送信または準備し、次にこの２つの特徴値を処置装置
で合わせて結果値を求めることを提案する。この結果値も定性値または相対値であること
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が好ましい。
【００２５】
　装置のさらなる効果的な実施形態では、少なくとも第１の特徴値または第２の特徴値の
ための比較値として機能を果たす基準値が記憶装置に格納されている。これにより、特定
の測定結果は格納された基準値と釣り合う。この目的のために、各測定値を基準測定値と
比較する比較器が備えられていることが好ましい。この場合、結果値同士を比較すること
のみが可能であるが、個々の特徴値同士またはその成分同士を比較し、例えば、差分など
の対応する相対的な量を求めることが好ましい。
【００２６】
　しかしながら、基準との比較の代わりに、装置は、例えば車体などの異なる領域で測定
を行い、面の異なる領域の測定結果を比較することが可能である。これにより、例えば、
損傷を受けていない車体の第１領域で測定を行うことができ、次に、例えば、車両の交換
されたドアの塗り替え用ラッカー塗料が塗布されたさらなる領域の測定を行うことができ
る。はじめの記録された値はその後基準値として使用される。
【００２７】
　放射装置のさらなる効果的な実施形態では、拡散または無向性の放射線が被検査面上に
照射される。一方、放射装置により、たとえば、雲のない空からの日差しを照明でシミュ
レートするように有向性の放射線を面上に照射することも可能となる。
【００２８】
　装置のさらなる効果的な実施形態では、面の既知の特性の特徴値が格納される記憶装置
を備える。これらの値は、例えば、色の特徴値、光沢の特徴値、ＤＯＩの特徴値などであ
る。
【００２９】
　装置のさらなる効果的な実施形態では、装置が取り扱う面に対する光路を決定する距離
測定装置を含む。これにより、比較的大きな面の定性画像および、特に面の特定の点にお
ける配置相関を決定することができる。この距離測定装置は、例えばホイールに配置され
た距離計でもよく、装置はホイールを用いて面上で移動させられる。一方、周囲環境にお
ける装置の正確な配置位置を検出し、複数の値に基づいて対応する距離を三角法により求
めることで距離を決定することも可能である。これにより、例えば、装置をロボットアー
ムに配置することができ、例えばロボット座標を基準に装置の位置を決定することができ
る。
【００３０】
　装置のさらなる効果的な実施形態では、放射装置および検出装置は筐体内に備えられ、
この筐体は、被検査面に対する開口部が一つのみあり、他の箇所は閉じられている。上記
の通り、面に対して装置を移動させるためのホイールが備えられることが効果的である。
面に対する装置の画定された位置を同時に観察できるように、複数のホイールを備えるの
が効果的である。
【００３１】
　装置のさらなる効果的な実施形態は、例えば複数の異なる角度から面を照射する複数の
放射装置を含む。面で反射される放射線を記録するための複数の検出装置を備えることも
可能である。放射装置が、例えば、白色光またはＤ６５光などの標準光を被検査面上に照
射することが効果的である。加えて、効果的な実施形態では、面と検出装置の間にダイア
フラムが配置される。このダイアフラムは、機械的なダイアフラムまたはソフトウェアダ
イアフラムのいずれでも良い。後者の場合、「ダイアフラム」は、観察される画像部分ま
たは画定された画素フィールドにおける好適な変化によって設定することができる。この
場合、画像記録装置は、プログラム可能な画素フィールド（ＣＣＤまたはＣＭＯＳ）と理
解できる。
【００３２】
　そのため、好ましくは、画像記録装置によって記録された画像またはその抽出画像を変
化させることができる。解像度の変化または抽出画像の変化の結果、面の肌理についての
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情報が取得できる。この目的のために、移動平均構成などの方法を実行することもできる
。
【００３３】
　例えば、放射装置は面に対して４５°の角度に配置されている。照射線検出器は面に対
して０°の角度に配置されることが効果的である。この場合、複数の放射装置を同時に作
動させることが可能であるが、順に作動させることも可能である。
【００３４】
　さらなる効果的な実施形態では、放射装置から放射線検出装置へ延在する同一平面を放
射方向とする。これは、特に複数の放射装置または複数の放射線検出装置が備えられてい
るときに該当する。この場合、配置上のすべての放射方向は所定の平面上にあることが効
果的である。好適な照明、特に多数の方向からの照明によって不要な影効果を防止するこ
とも可能である。
【００３５】
　本発明のさらなる効果は図に示されるとおりである。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は本発明の方法のフローチャートを示す。
【図２】図２は本発明の装置の全体概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１は本発明の方法のシーケンスを示す構成図である。この場合、被検査面の画像はま
ず本発明の装置によって記録される。例えば放射装置を用いて面を照射することができ、
面から戻される光、特に反射光または分散光を画像記録装置によって記録できる。
【００３８】
　一方、色値のＬａｂ成分および面の肌理値Ｐと光沢値Ｇは画像記録を用いて取得される
データによって決定される。この場合、肌理値Ｐはまず、記録画像から、例えば様々な画
素の明度差を考慮する統計値（例えば、分散、エントロピー、フラクタル要素、グレース
ケール行列、グレースケールヒストグラム、または重心、半値幅またはその他の閾値など
のパラメータ、あるいは、１または２次元画像を評価するための他の数学的方法）を求め
ることで決定される。
【００３９】
　光沢値Ｇを決定するには、例えば、２つの異なる放射装置より異なる角度で面上を照射
し、好ましくはその前面にダイアフラムが配置された画像記録装置がそれぞれの画像を記
録し、それぞれの強度値を決定するが、従って、この場合、画像記録装置に入射する放射
線強度のみを決定することが効果的である。これにより、光沢値を決定するために、空間
強度分布または面で反射される放射線強度の積分値が決定される。
【００４０】
　ダイアフラムを用いることによって他の光学的特徴値を求めることも可能であり、他方
、放射装置および／または検出装置を周囲方向に移動可能にすることができ、同一の放射
装置から放射線を異なる角度に照射することおよび／または検出装置４によって放射線を
異なる角度から検出することができるようにする。加えて、複数の放射線源も同時または
順次作動させることができる。
【００４１】
　この場合、使用される光学的装置は、被検査面をカメラに結像するが、面に反射する照
明ダイアフラムをカメラに結像することも可能である。
【００４２】
　色値Ｌａｂはカラーカメラまたはフォトセルなどの集積センサを使って決定される。各
色値Ｌａｂは以下の基準と比較された結果、対応する差分値はΔＬ、ΔａとΔａとなる。
色差ΔＥは、以下の等式によるこれらの差分値から決定される。
【００４３】
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【数１】

【００４４】
　このように、色差ΔＥは、決定された色値が基準パターンまたは基準色からどのくらい
離れているかを示す。
【００４５】
　同様に、決定された肌理値は基準値と比較され、値Ｐまたは差分値ΔＰが決定される。
光沢値Ｇについても同様に基準値と比較され、このようにして値ΔＧが決定される。この
場合、検出装置が特にカラーカメラであれば、同一の検出装置ですべての値を決定するこ
とが可能であるである場合に。前面に順に配置できる複数のフィルタ（任意でフィルタホ
イール）を含むカメラ構成も可能である。
【００４６】
　さらなる工程では、図示しない個々の値の重み付けを行うことができ、これは特に使用
される面に依存する。最終的に、以下の等式に基づき、面のΔＩの結果が決定される。
【００４７】

【数２】

【００４８】
　これにより、結果値ΔＩを決定するために、係数ｅ、ｆ、ｇを任意で使用しながら、個
々の成分の偏差ΔＥ、ΔＰおよびΔＧも決定され、そしてこれらは統合的に合わせられる
。これらの係数ｅ、ｆ、ｇは変数でも良い。結果値ΔＩは、面の光学的印象と基準面との
違いがユーザが認識できるものかどうかの報告を行う。
【００４９】
　一方、上記の等式では、示されている差分値の代わりに絶対値を使用することも可能で
ある。
【００５０】
　図２は本発明の装置の全体概略図である。この装置に含まれる筐体２２は、開口２３を
除いて密閉されており、この開口は面１０を観察するために使用される。符号２と６は、
異なる角度で面１０上に光を照射する２つの放射装置を示す。検出装置４は面から戻され
る放射線、特に分散または反射した放射線を記録する。面から検出装置までの光路にダイ
アフラムが配置される。符号２９と３０は、放射装置２と１２から面までの放射線路に相
対的に配置されるさらなるダイアフラムおよび／またはフィルタ装置を示す。
【００５１】
　検出器または画像記録装置は値Ｐ、Ｇ、Ｌ、ａ、ｂを、これらの値を処理する処理装置
１２に供給する。詳細には、結果値ΔＩは、図１に従って処理装置１２が決定され、ディ
スプレイ装置１６を用いて表示される。
【００５２】
　符号１４は、例えば色値、肌理値、または光沢値などの基準値を格納する記憶装置を示
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す。加えて、処理装置１２には、処理および、例えば値ΔＰの決定などに使用される外部
値Ｅも追加できる。後者は、観察する面の情報を含み、特定の値が既存の肌理から得られ
たものか、または単に異なる強度分布またはコントラストによるものかを処理装置が判断
できるようになっている。この情報は、記録画像から直接的に取得できず、特に被検査面
を示すかまたは異なる測定形状の追加的測定によって取得される追加的データを使用する
ことによってのみ取得できる。
【００５３】
　符号３０は、例えば、放射装置２と６および任意の検出装置を作動させるための制御装
置を示す。これにより、特定の測定モジュール構成において、例えば２つの放射装置２と
６によって面を順に照射し、次に処理装置１２によって２つの画像を評価することが可能
となる。符号Ｓ１、Ｓ２、およびＳ３は、面１０上に照射されるか、面１０で反射される
放射線の放射方向を示す。２つの放射方向Ｓ１とＳ２および面１０から画像記録装置４の
方向に延びる放射方向Ｓ３は同一面にあるようにすると効果的である。しかしながら、例
えば、検出器または放射線源は測定面外に配置することも可能である。
【００５４】
　符号３４は、装置１を面に対して矢印Ｐ１に沿って移動させるローリング装置またはホ
イールを示す。加えて、装置１は、装置が取り扱う面１０に対する光路を決定する図示し
ない距離測定装置を含む。これにより、いずれの場合にも、面を配置相関を持つように測
定することができる。このような距離測定装置はホイール３４と連結することができる。
また、装置１はスタンド、例えばロボットアームに配置することもでき、こうすることに
よって、面１０に対して定められたとおりに移動させることも可能である。
【００５５】
　この場合、図１とは異なり、個々の処理装置および記憶装置１２と１４は筐体２２外で
はなく、好ましくは筐体２２内に配置されるか、この目的のために備えられている電子機
器の一部に配置される。面の光沢効果を決定するために前述のダイアフラムを使用するこ
とができる。一方、ダイフラムは、画像評価、つまり、例えば、画像の限定領域のみが評
価される“ソフトウェアダイフラム”によって形成することも可能である。
【００５６】
　本特許出願書類に示される特徴は、単独または組み合わせにおいて、従来技術と比較し
て新規性を持つ限りにおいて、本発明の本質であると主張する。
【符号の説明】
【００５７】
１　装置
２　放射装置
４　検出装置
６　さらなる放射装置
８　ダイフラム
１０　面
１２　処理装置
１４　記憶装置
１６　ディスプレイ装置
２２　筐体
２３　開口
２９、３０　ダイフラム
３４　ホイール
ΔＰ　第１の特徴値
ΔＥ　第２の特徴値
ΔＧ　特徴値
ΔＩ　結果値
Ｇ、Ｅ、Ｐ　パラメータ
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Ｌ、ａ、ｂ　色値
Ｅ　特性
Ｐ１　移動方向
Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３　放射方向
 

【図１】 【図２】
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